
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

知

事

等

の

期

末

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

人

事

課

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

人

事

委

員

会

】

○

初

任

給

、

昇

格

、

昇

給

等

の

基

準

に

関

す

る

規

人

事

委

員

会

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

初

任

給

調

整

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

〃

正

す

る

規

則

○

期

末

手

当

及

び

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

〃

部

を

改

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成２８年１２月２２日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
九
号

知
事
等
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

知
事
等
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
等
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
一
号
中
「
三
級
以
上
の
等
級
に
昇
任
し
て
い
る
」
を
「
そ
の
等
級
が
三
級
以
上
で
あ
る
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　号外



岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
号

◎

、

、

。

初
任
給

昇
格

昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
六
の
イ

行
政
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表
の
表
中

36

36

37

38

39

40

「
を

41

41

42

42

43

43

44

44

45

36

36

37

37

38

38

39

39

」

に
改
め
る
。

40

40

41

41

42

42

43

」

別
表
第
六
の
ニ

教
育
職
給
料
表

昇
格
時
号
給
対
応
表
及
び
別
表
第
六
の
ホ

小
学
校
・
中
学
校

（二）

「

教
育
職
員
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

54

55

56

57

57

58

58

59

59

60

」

「

「

を

に
、

53

54

54

55

55

56

56

57

58

59

66

66

66

66

66

67

」

を

67

67

67

67

68

68

68

68

68

69

69

69

70

70

70

71

71

」

「

65

66

66

66

66

66

66

67

67

67

67

67

67

68

68

68

68

68

68
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に
改
め
る
。

69

69

70

70

」

「

別
表
第
六
の
ヘ

研
究
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表
の
表
中

32

32

32

33

34

35

「
を

36

37

37

38

38

39

39

40

32

32

32

33

33

34

34

35

35

」

「

に
、

36

36

37

38

39

58

58

59

59

60

60

61

61

61

61

62

62

」

「
を

62

62

63

63

63

63

64

57

58

58

58

59

59

59

60

60

60

」

「

に
、

61

61

61

62

62

62

63

63

63

38

38

38

39

39

39

40

」

を

40

40

40

40

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

43

43

43

43

」

「

37

38

38

38

38

39

39

39

39

39

40

40

40

40

40

41

41

41

41

に
改
め
る
。

41

42

42

42

42

42

」

「

別
表
第
六
の
リ

医
療
職
給
料
表

昇
格
時
号
給
対
応
表
の
表
中

（三）

82

82

82

82

83

83
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83

83

84

84

84

84

85

85

85

85

86

86

86

86

87

87

87

87

88

「
を

81

82

82

82

82

82

83

83

83

83

83

84

84

84

84

84

85

」

に
改
め
る
。

85

85

86

86

86

87

87

87

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の

基
準
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
一
号

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

）

別
表
第
二

第
六
条
関
係

職
員
の
区
分

１
項

職
員

２
項
職
員

３
項
職
員

期
間
の
区
分

１
種

２
種

３
種

円
円

円
円

円
１

年
未

満
4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

5
0
,
6
0
0

3
0
,
0
0
0

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

5
0
,
6
0
0

2
7
,
0
0
0

１
年
以
上
２
年
未
満

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

5
0
,
6
0
0

2
4
,
0
0
0

２
年
以
上
３
年
未
満

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

5
0
,
6
0
0

2
1
,
0
0
0

３
年
以
上
４
年
未
満

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

5
0
,
6
0
0

1
8
,
0
0
0

４
年
以
上
５
年
未
満

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

5
0
,
6
0
0

1
5
,
0
0
0

５
年
以
上
６
年
未
満

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

4
8
,
8
0
0

1
2
,
0
0
0

６
年
以
上
７
年
未
満

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

4
7
,
0
0
0

9
,
0
0
0

７
年
以
上
８
年
未
満

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

4
5
,
2
0
0

6
,
0
0
0

８
年
以
上
９
年
未
満

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

4
3
,
4
0
0

3
,
0
0
0

９
年
以
上

年
未
満

1
0

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

4
1
,
6
0
0

1
0

1
1

年
以
上

年
未
満

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

3
9
,
8
0
0

1
1

1
2

年
以
上

年
未
満

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

3
8
,
0
0
0

1
2

1
3

年
以
上

年
未
満
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4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

3
6
,
2
0
0

1
3

1
4

年
以
上

年
未
満

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

3
4
,
8
0
0

1
4

1
5

年
以
上

年
未
満

4
1
3
,
8
0
0

3
6
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

3
3
,
4
0
0

1
5

1
6

年
以
上

年
未
満

4
0
9
,
4
0
0

3
6
4
,
0
0
0

3
0
4
,
7
0
0

3
2
,
0
0
0

1
6

1
7

年
以
上

年
未
満

4
0
5
,
0
0
0

3
6
0
,
0
0
0

3
0
1
,
4
0
0

3
0
,
6
0
0

1
7

1
8

年
以
上

年
未
満

4
0
0
,
6
0
0

3
5
6
,
0
0
0

2
9
8
,
1
0
0

2
9
,
2
0
0

1
8

1
9

年
以
上

年
未
満

3
9
6
,
2
0
0

3
5
2
,
0
0
0

2
9
4
,
8
0
0

2
7
,
8
0
0

1
9

2
0

年
以
上

年
未
満

3
9
1
,
8
0
0

3
4
8
,
0
0
0

2
9
1
,
5
0
0

2
6
,
4
0
0

2
0

2
1

年
以
上

年
未
満

3
7
2
,
4
0
0

3
3
1
,
1
0
0

2
7
7
,
7
0
0

2
5
,
8
0
0

2
1

2
2

年
以
上

年
未
満

3
5
2
,
6
0
0

3
1
3
,
9
0
0

2
6
3
,
7
0
0

2
5
,
2
0
0

2
2

2
3

年
以
上

年
未
満

3
3
3
,
3
0
0

2
9
7
,
2
0
0

2
5
0
,
2
0
0

2
4
,
2
0
0

2
3

2
4

年
以
上

年
未
満

3
1
3
,
9
0
0

2
8
0
,
3
0
0

2
3
6
,
3
0
0

2
3
,
6
0
0

2
4

2
5

年
以
上

年
未
満

2
9
4
,
4
0
0

2
6
3
,
4
0
0

2
2
2
,
6
0
0

2
3
,
0
0
0

2
5

2
6

年
以
上

年
未
満

2
7
1
,
7
0
0

2
4
2
,
6
0
0

2
0
5
,
0
0
0

2
2
,
4
0
0

2
6

2
7

年
以
上

年
未
満

2
4
9
,
5
0
0

2
2
2
,
2
0
0

1
8
7
,
9
0
0

2
1
,
8
0
0

2
7

2
8

年
以
上

年
未
満

2
2
7
,
1
0
0

2
0
1
,
8
0
0

1
7
0
,
6
0
0

2
1
,
0
0
0

2
8

2
9

年
以
上

年
未
満

2
0
4
,
3
0
0

1
8
1
,
0
0
0

1
5
3
,
0
0
0

2
0
,
7
0
0

2
9

3
0

年
以
上

年
未
満

1
7
9
,
5
0
0

1
5
9
,
1
0
0

1
3
5
,
0
0
0

2
0
,
3
0
0

3
0

3
1

年
以
上

年
未
満

1
5
4
,
6
0
0

1
3
7
,
2
0
0

1
1
6
,
7
0
0

1
9
,
7
0
0

3
1

3
2

年
以
上

年
未
満

1
3
0
,
0
0
0

1
1
5
,
5
0
0

9
8
,
8
0
0

1
8
,
8
0
0

3
2

3
3

年
以
上

年
未
満

9
1
,
9
0
0

8
3
,
6
0
0

7
2
,
8
0
0

1
7
,
9
0
0

3
3

3
4

年
以
上

年
未
満

5
6
,
6
0
0

5
3
,
8
0
0

4
8
,
5
0
0

1
7
,
2
0
0

3
4

3
5

年
以
上

年
未
満
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
二
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

）

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則

昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
三
級
以
上
の
等
級
に
昇
任
し
て
い
る
」
を
「
そ
の
等
級
が
三

級
以
上
で
あ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九
十
九
以
上
百
分
の
百
六
十
」
を
「
百
分
の
百
十
二
以
上
百

分
の
百
八
十
」
に

「
百
分
の
百
二
十
五
以
上
百
分
の
二
百
」
を
「
百
分
の
百
三
十
八
以
上
百
分
の
二

、

百
二
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
八
十
八
以
上
百
分
の
九
十
九
」
を
「
百
分
の
九
十
九
・

五
以
上
百
分
の
百
十
二
」
に

「
百
分
の
百
十
一
以
上
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・

、

五
以
上
百
分
の
百
三
十
八
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
百
分
の
七
十
七
」
を
「
百
分
の

八
十
七
」
に

「
百
分
の
九
十
七
」
を
「
百
分
の
百
七
」
に
改
め
る
。

、

第
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
中
「
百
分
の
三
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
二
・
五
」
に

「
百
分

、

の
四
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
の
二
第
一
項

の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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